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在宅人工剛及瓶去の実態調査一患者、医師、業者へのアンケートのまとめ一

大阪府立羽曳野病院叩嵐料1)・北里大学医療衛生特1臨床工判ヰ呂
田立小児病院麻酔・集中治療科3)・ 帝京大学医特s;湾口病院麻闘が

石原灘41) ・木村謙太郎1) ・瓶2敏2J 阪荊谷J ・対掘人4)

(目的)
わが国における在宅人工呼吸第去 (以下JiI，1V)の実態を
把握し、現時点での課題を明らかにする目的で、在宅人工申及療
法研究会 ・日本呼吸疲去医学会・医用機器工業会の協同韻査とし
てアンケート積査を実施した。
(ま織と"Jj;去)
1995年4月および1997年1月現在、HMVを受けている
愚者・ 介護者、担当医師.関連業者に対して二度にわたっ
て、 アンケート調査を実施した.調査内容は患者背景、人工
剛及の方法、診療体凱介護捻兄、社会融上資源の利用主化兄、人
工呼吸器前共給か;去、 保守点検体調日除どである。
儲果)
1.回答施重量・回答数
97年1月のアンケート調査の結果では、回答糖設145絡設の医
師からの症例数は348例、患者および介鐙者からの回答カ匂制停止
関連業者からの回答閉め，q250伊lと過去2年間に制傾向を認め
た.業者回答症伊激を母数とすると回収率は医師28%、患者
36%であったe
2患者背景{医鋪回答)
ト制》実施定例の疾懇，.治11，神経筋疾患が52%と前回の翻査
時より減っており.逆に呼吸器疾患は95年の20%から25
%に増加し、今後も相加が予想される.小児例lま24%を
占めていた。このことから、 今後も諸作業に当たっては、
神経内科・小児科領1或との連併が必要であると考える.
ゆM踏台後征雄樋年数l立、 鵬直後から飯長14~年自の症例ま
て理華々 であった.2年未満の症例が全体の約60%を占めており、
過去2年間に疫伊燃が急泊しているのがわかる。また5年以上の
長期症例も17%を占めていた.
3.人工申及の方法(医鋪砲劃
ベンチレーターの作働時間で11.間欠的に人工呼吸が必要
な症例は54%で‘このうち、 12時間未満の症例が46%を
占めており、これはほとんどが夜間睡眠時のみの症例あっ
た。また、24時間人工呼吸が必要な症例は全体の46%を
占めていた。
人工剛及器のモードで1志 CMV、SIMV、NIPPVがそれぞ
れ約3~Jを占めていた. 特に、 NIPPVについては95年の
22%から29%に増えており、今後も唱力日が予想される。
4.惨療体制(医師自主釣
医自恥往E主体制では、医師純白診を行っているのは全体の約
5審lであった。また1月あたりの往惨回数は、4回が16%と
患も多く、ついでZ回の15%、1回の12%であった。 5回
以上の症例も5%に箆められた.
また、24時間人工帥尉t必要な症伊版刷7曹jは、何らカ呪加で
医師の世主を受げており、また間欠的に人工呼吸をしている症例
では外来受診b市I能な症例もあった.問題は、248寺間人工呼吸が
必要な患者のうち16%(95年は21%)が医師拡准診を受け
ていないという点で、今衡まこの点を改著していくことが必
要であると考える。この点に関しては、訪問看鐙についても同嫌
刷頃向カ惚められた。
訪問看穣体制では、訪問看護を行っているのは56%と前回都査
の44%よりも増えていた. 1 月あたりの訪問回数は、 4回、 5~
9回が15%と最も多く、ついで10回以上の13%、以下2回の
8%であった。訪問看護を行っているのは95年の読置では511Jが
病院であったが、今回の演査では訪問看議ステーション1J'49%と
約5曹jを占めており、訪問看溢ステーションの普及カ篭えられる。

5.介接・社会樹止貸源利用状況(患者回答
介劃ガ兄では、 介護の入手が足りて~ 'td:~、と回答したのが50%
であった.そして、足りていないと回答のあったうち、公的介護を
受けている症例カ匂4%と最も多く、ついでそのままにしている症
伊助¥'21%、人を雇っている疫伊助!20%、ボランティアが15%であ
った。

福祉資源の利用状況では‘身体障害者手帳を酎署している症例
カ''47%と最も多く、 ついで特定茨懇を受けている症例が20%、
以下、筒害年金19%、医療券11%であった.

6.人工叩及器候胎方法(業者、医師且患者白書釣
人工呼吸器の供給は、 95年の領査でi立、病院備品の貸与・レン
タJ附度・個人購入の11冶i立、それぞれ約漕躍度であったが、
今回の髄査では‘レンタJ附l度oj)'マ8%と‘急措傾向か叡められた。
その他の供給去としては、都道府県からの供給が多かった.
7.人工呼吸器保守・点検体制(業者‘患者回答)
人工呼吸器の保守・点検体制は、業者の回答では、定員見事府制t
93%を占めており、 951辛1瞭査時のような患者回答との大きな
ギャップもなく、改劃頃向カ管められた。
(考書⑤
ゆAVï鼠~J数1立、 9 5年のアンケート蹟査では531定例‘ 97年の
置置では125α卸 IJ肺観された.特に‘ 過去2年間で肌明聖者数
の船劉頃旬が認められた.
そして、 97年のアンケー卜寵査の結果でも、各施殺・患者によっ
て惨療体制・業者の対応がまちまちであることが判明した.このこ
とより、早急なガイドラインの作成が必要であるとlI;I.bれる。
その際、縛経筋疾守、が52%‘15歳以下ι漉伊bが24%占めている
ことより、神経内科・小児科領峨との連携が必要であると考える。
また、在宅人工呼吸療法関連業者の保守・点総責合規準の作成も
急務であると考える.
医鰍7)1.主診、訪問看議など診療体制も未た不十分であることが明ら
かになった@特に、Z命寺間人工申及が必要な患者の16%が医師初
往主主、訪問看護を受けていない点は問題で、早急に改善が必要である.
在宅ケア免風特にケアマンパワーの不足も明らかになった.
介鐙の入手が足りない百聞lのうち、有償で人を雇ったり‘そのま
まになっているを伊'J1J'41%あり、今後の課題だと恩われる。
人工帥及器の供給法としては、過去2年間でレンタ)1布肢が紛躍し
ていた。これは、これまで業者と患者個人がレンタパ契約を結んでい
たのに対し、最近‘病院と業者カ管制を結び‘患者に貸与するという
形に変わってきたのが一因と恩われる.今後は供給去の中心となって
いくものと予想される。
織論)
今回のアンケー卜続査の結果、過去2年間守制W部贈肋櫓泊し
ているの加観できた。このことから、袴経内科・小児科榔或と
も連燐し、早急JなガイドラインおよE舟利川蝿連業者の保守 ・点検
適合規準の作成が必要である.また‘診療体制の合理化、在宅ケア
資原(介績の貨と量) ・絃斉的支援のさらなる充実が必要である。




